
水
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
法
定
検
査
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
保
守
点
検
業
者
が
行
う
保
守
点
検
と
は

　

異
な
り
ま
す
。

■
検
査
方
法

①
検
査
者
（
知
事
指
定
の
検
査
機
関
）

　
（
公
財
）
鹿
児
島
県
環
境
保
全
協
会

②
事
前
に
ハ
ガ
キ
で
通
知
し
た
検
査
日
に

　

お
伺
い
し
、
検
査
と
浄
化
槽
の
放
流
水

　

を
持
ち
帰
っ
て
水
質
検
査
を
行
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

生
活
環
境
課

　

☎
32

－

１
２
９
７

　

鹿
児
島
県
環
境
保
全
協
会

　

☎
０
９
９

－

２
９
６

－

９
０
０
０

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ

宝
く
じ
発
売
！

　

宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明
る
く

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。
ハ

ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
は
、
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
か

ら
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
購
入
で
き
ま
す
。

■
販
売
種
類

〇
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　

１
等　

３
億
円
×
11
本

　

前
後
賞
各　

１
億
円
×
22
本

※
当
選
本
数
は
11
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合

〇
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

　
１
等　

３
千
万
円
×
20
本

お
知
ら
せ

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

補
助
金
及
び
法
定
検
査

◎ 

小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金

　

垂
水
市
で
は
、
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
さ
れ
る
際
の
補
助
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
生
活
排
水
は
海
や
川
を
汚
す
大
き

な
原
因
で
す
。
合
併
浄
化
槽
を
設
置
し
て
、

綺
麗
な
水
で
美
し
く
豊
か
な
自
然
環
境
を

守
り
ま
し
ょ
う
。

■
補
助
額

　

５
人
槽　

33
万
２
千
円

　

７
人
槽　

41
万
４
千
円

　

10
人
槽　

54
万
８
千
円

※
既
存
の
単
独
処
理
浄
化
及
び
汲
取
り
便

　

槽
か
ら
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換

　

さ
れ
る
場
合
に
は
、
前
述
の
金
額
に　

　

９
万
円
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
市
内
業
者
に
よ
る
設
置
を
行
う
場
合
に

　

は
、
さ
ら
に
５
万
円
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
宅
内
配
管
工
事
に
つ
い
て
も
、
15
万
円

　
（
限
度
額
）
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
新
築
等
に
対
す
る
補
助
金
は
令
和
元
年

　

度
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。

◎ 

浄
化
槽
の
法
定
検
査
受
検

　

浄
化
槽
法
で
は
浄
化
槽
の
設
置
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
綺
麗
な
水
が
排

　

前
後
賞
各　

１
千
万
円
×
40
本

※
当
選
本
数
は
５
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合

■
販
売
期
間
　
10
月
21
日
（
金
）
ま
で

■
抽
選
日
　
10
月
28
日
（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

公
益
財
団
法
人

　

鹿
児
島
県
市
町
村
振
興
協
会

　

☎
０
９
９

－

2
0
6

－

１
０
０
１

新
城
・
柊
原
地
区
の
新
し
い

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
欠
員
に

伴
い
、
応
募
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
と
お
り

決
定
し
ま
し
た
。

■
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　
新
城
・
柊
原
地
区

　
井い
の
う
え

之
上 

裕ひ
ろ
き毅 

さ
ん

■
任
期

　
８
月
１
日 

～ 

令
和
６
年
５
月
31
日

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

農
業
委
員
会

　

☎
32

－

1
2
0
5

土
地
取
引
に
は
届
出
を

■
国
土
利
用
計
画
法
の
届
出
制
度

　

土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用

　

の
た
め
、
一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引

　

に
つ
い
て
届
出
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
届
出
が
必
要
な
土
地
の
取
引

① 

市
街
化
区
域

　
⇒

２
千
㎡
以
上

② 

①
を
除
く
都
市
計
画
区
域

　
⇒

５
千
㎡
以
上

③ 

①
・
②
以
外
の
区
域

　
⇒

１
万
㎡
以
上

■
届
出
提
出
の
時
期

　

契
約
締
結
日
を
含
め
２
週
間
以
内

■
提
出
先　

土
地
の
所
在
す
る
市
町
村

■
虚
偽
の
届
出
や
届
出
な
い
場
合

　

６
カ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０
０
万

　

円
以
下
の
罰
金

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
企
画
政
策
課

　

政
策
推
進
係
☎
内
線
２
４
５

国
民
年
金
付
加
年
金
制
度

　

国
民
年
金
付
加
年
金
制
度
と
は
、
国
民

年
金
の
一
般
保
険
料
に
加
え
て
付
加
保
険

料
を
納
め
る
と
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎

年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
る
制
度

で
す
。
付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
出
月

か
ら
の
開
始
と
な
り
ま
す
。

■
対
象
者

・
自
営
業
者
や
無
職
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
、

　

ま
た
は
そ
の
配
偶
者
な
ど
の
国
民
年
金

　

第
１
号
被
保
険
者

・
任
意
加
入
被
保
険
者

　

(

65
歳
以
上
の
方
を
除
く)

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
方
は
付
加

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
付
加
保
険
料
額
　
月
々
４
０
０
円

※
今
年
度
の
定
額
保
険
料
は
１
６
５
９
０

　

円
で
す
。
付
加
制
度
を
利
用
さ
れ
る
方

　

は
１
６
９
９
０
円
に
な
り
ま
す

■
メ
リ
ッ
ト　

付
加
年
金
額
（
の
年
間
受

　

給
額
）
は
「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料

　

納
付
月
数
」
で
、
２
年
以
上
受
給
す
る

　

こ
と
で
支
払
っ
た
付
加
保
険
料
以
上
の

　

年
金
が
受
け
取
れ
ま
す
。

■
必
要
な
も
の

　

基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
個
人
番
号
の
わ
か

　

る
も
の

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係
☎
内
線
１
６
３

無
料
調
停
手
続
相
談
会

　
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
、
土
地
建

物
の
売
買
・
譲
渡
、
金
銭
の
貸
借
、
土
地

境
界
等
を
め
ぐ
る
民
事
上
の
も
め
ご
と
や
、

婚
姻
、離
婚
、夫
婦
関
係
、親
子
関
係
、扶
養
、

相
続
等
に
関
す
る
家
族
、
親
族
間
の
も
め

ご
と
な
ど
に
つ
い
て
の
調
停
手
続
き
の
具

体
的
な
内
容
や
手
続
き
を
利
用
す
る
方
法

に
つ
い
て
、
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
調
停
手
続
き
の
案
内
に
限
り

ま
す
。
ま
た
、
相
談
者
の
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

■
日
時

　

11
月
22
日
（
火
）
10
時
30
分 

～
15
時

■
場
所

　
山
形
屋
１
号
館
７
階
「
社
交
室
」

　
（
鹿
児
島
市
金
生
町
３

－

1
）

■
相
談
対
応
者

　
民
事
調
停
委
員
、
家
事
調
停
委
員

■
そ
の
他

　
予
約
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
直
接
会
場

　

で
受
付
を
い
た
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

　

よ
り
、
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
児
島
調
停
協
会
連
合

　

会
（
鹿
児
島
地
方
家
庭
裁
判
所
総
務
課
）

　

☎
０
９
９

－

8
0
8

－

3
7
0
6

　
「
無
料
調
停
手
続
き
相
談
」
の
問
い
合
わ

　

せ
で
あ
る
旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）

説
明
会

　

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
、
仕
入
れ
に

か
か
る
消
費
税
の
税
額
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
「
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）」

の
保
存
が
必
要
で
す
。
そ
の
準
備
を
進
め

て
い
た
だ
く
た
め
の
説
明
会
及
び
登
録
申

請
相
談
会
（
個
人
事
業
者
向
け
）
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日

　

10
月
14
日
（
金
）
14
時 

～ 

16
時

　

11
月
10
日
（
木
）
10
時 

～ 

正
午

　

12
月
９
日
（
金
）
10
時 

～ 

正
午

■
場
所

　

鹿
屋
合
同
庁
舎
鹿
屋
税
務
署
２
階
会
議
室

　
（
鹿
屋
市
西
原
４
丁
目
５

－

１
）

■
定
員　

各
25
人

■
参
加
料　

無
料

■
申
込
方
法
　
電
話
（
事
前
申
込
）

・
個
人
事
業
者
は
個
人
課
税
部
門

・
法
人
事
業
者
は
法
人
課
税
部
門

　

に
希
望
日
の
２
日
前
の
14
時
ま
で
に
お

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
屋
税
務
署

　

個
人
課
税
部
門

　

☎
０
９
９
４

－

42

－

3
1
2
8

　

法
人
課
税
部
門

　

☎
０
９
９
４

－

42

－

3
1
2
9

日程 受付時間 会場

12/ ６（火）
10：30 ～ 11：30 新城地区公民館

13：00 ～ 14：00 柊原地区公民館

12/ ７（水）
10：30 ～ 11：30 松ケ崎地区公民館

13：00 ～ 14：30 協和地区公民館

12/ ８（木） 10：30 ～ 14：30 公設地方卸売市場

12/ ９（金） 10：30 ～ 14：30 公設地方卸売市場

特
定
計
量
器
定
期
検
査

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用
さ
れ
て
い
る
特

定
計
量
器
は
定
期
検
査
を
受
け
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。定
期
検
査
日
程
は
次
の
通
り
で
す
。

■
手
続
き

① 

令
和
２
年
に
受
検
事
業
所
の
方
に
つ
い

　

 

て
は
、
事
業
所
管
理
表
（
事
前
調
査
票
）

　

 

を
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く

　

 

だ
さ
い
。

② 

新
規
事
業
者
・
廃
止
事
業
者
の
方
や
計

　

 

量
器
に
変
更
が
あ
る
方
は
、
手
続
き
が

　

 

必
要
な
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
水
産
商
工
観
光
課

　

商
工
業
推
進
係
☎
内
線
２
６
６
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